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(57)【要約】
【課題】従来の構造ヘルスモニタリングシステムでは、
多数のセンサ装置からの計測データが１つの計算機また
は中継装置に収集される場合に、センサ装置の通信距離
が長くなる結果、通信時の消費電力が著しく増加してし
まう。
【解決手段】複数の構造物のそれぞれに対して少なくと
も１つずつ設置され、対象となる構造物の物理量を検出
する複数のセンサ装置と、複数の構造物のうち少なくと
も１つの構造物をそれぞれ含む構造物群毎に対応付けて
設けられ、対象となる構造物群に含まれる各構造物に設
置された各センサ装置が検出した物理量のデータを無線
によりそれぞれ収集する複数の収集装置と、複数の収集
装置に接続され、複数の収集装置により収集された物理
量のデータを複数の収集装置から受信するデータ処理装
置と、を備える構造ヘルスモニタリングシステム、およ
び構造ヘルスモニタリング方法を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の構造物のそれぞれに対して少なくとも１つずつ設置され、対象となる構造物の物
理量を検出する複数のセンサ装置と、
　前記複数の構造物のうち少なくとも１つの構造物をそれぞれ含む構造物群毎に対応付け
て設けられ、対象となる構造物群に含まれる各構造物に設置された各センサ装置が検出し
た物理量のデータを無線によりそれぞれ収集する複数の収集装置と、
　前記複数の収集装置に接続され、前記複数の収集装置により収集された物理量のデータ
を前記複数の収集装置から受信するデータ処理装置と、
　を備える構造ヘルスモニタリングシステム。
【請求項２】
　前記複数の収集装置のそれぞれは、前記複数の構造物のそれぞれに１対１に対応付けて
設けられる請求項１に記載の構造ヘルスモニタリングシステム。
【請求項３】
　前記複数の収集装置のうちの第１収集装置は、前記複数の構造物のうちの、第１構造物
及び前記第１構造物に対して向かい側にある第２構造物を含む構造物群に対応して設けら
れる請求項１に記載の構造ヘルスモニタリングシステム。
【請求項４】
　前記複数の収集装置のうちの第１収集装置は、前記複数の構造物のうち道路の一方向へ
の車線に設けられた第１構造物および反対車線における前記第１構造物に対応する位置に
設けられた第２構造物に対応して設けられる請求項１に記載の構造ヘルスモニタリングシ
ステム。
【請求項５】
　前記複数のセンサ装置のそれぞれは、近距離無線通信により前記複数の収集装置のうち
対応する収集装置と通信する請求項１から４のいずれか一項に記載の構造ヘルスモニタリ
ングシステム。
【請求項６】
　前記複数の収集装置のそれぞれは、対応する前記構造物群に含まれる各構造物から１０
０ｍ以内に設置される請求項１から５のいずれか一項に記載の構造ヘルスモニタリングシ
ステム。
【請求項７】
　前記構造物群同士の間の最小距離は、それぞれの前記構造物群に設置された各センサ装
置が物理量のデータを無線送信する最大無線送信距離よりも長い請求項１から６のいずれ
か一項に記載の構造ヘルスモニタリングシステム。
【請求項８】
　前記複数のセンサ装置のそれぞれは、間欠的な各観測期間において前記複数の構造物の
うち対象となる構造物で検出される物理量を記録する請求項１から７のいずれか一項に記
載の構造ヘルスモニタリングシステム。
【請求項９】
　前記複数のセンサ装置のそれぞれは、前記観測期間外においても、検出した物理量が突
発事象の発生を示すと判断したことに応じて物理量を記録する請求項８に記載の構造ヘル
スモニタリングシステム。
【請求項１０】
　前記複数の収集装置のそれぞれは、ＧＰＳ電波を受信して時刻を合わせる請求項１～９
のいずれか一項に記載の構造ヘルスモニタリングシステム。
【請求項１１】
　前記複数のセンサ装置のそれぞれは、独立に電源を有する請求項１から１０のいずれか
一項に記載の構造ヘルスモニタリングシステム。
【請求項１２】
　前記複数のセンサ装置のそれぞれは、環境エネルギーによって発電をする請求項１１に
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記載の構造ヘルスモニタリングシステム。
【請求項１３】
　前記複数のセンサ装置のそれぞれは、光を受けて発電する請求項１２に記載の構造ヘル
スモニタリングシステム。
【請求項１４】
　前記複数の構造物のそれぞれは、建物または道路付帯構造物である請求項１から１３の
いずれか一項に記載の構造ヘルスモニタリングシステム。
【請求項１５】
　少なくとも１つの構造物を含む構造物群に対応付けて設けられる収集装置であって、
　前記構造物群に含まれる各構造物に対して少なくとも１つずつ設置されて対象となる構
造物の物理量を検出する複数のセンサ装置から、検出した物理量のデータを無線により収
集する無線通信部と、
　収集した物理量のデータを記憶するメモリと、
　前記メモリに記憶された物理量のデータを、複数の前記収集装置に接続されるデータ処
理装置へと送信するデータ送信部と、
　を備える収集装置。
【請求項１６】
　複数の構造物のそれぞれに対して少なくとも１つずつ設置された複数のセンサ装置によ
り、対象となる構造物の物理量をそれぞれ検出する段階と、
　前記複数の構造物のうち少なくとも１つの構造物をそれぞれ含む構造物群毎に対応付け
て設けられた複数の収集装置により、対象となる構造物群に含まれる各構造物に設置され
た各センサ装置が検出した物理量のデータを無線でそれぞれ収集する段階と、
　前記複数の収集装置に接続されたデータ処理装置により、前記複数の収集装置により収
集された物理量のデータを前記複数の収集装置から受信する段階と、
　を備える構造ヘルスモニタリング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構造ヘルスモニタリングシステム、収集装置および構造ヘルスモニタリング
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　構造ヘルスモニタリングシステムは、建物などの構造物の振動を監視して構造物の損傷
、経年劣化等の構造性能を診断する。構造ヘルスモニタリングシステムは、例えば、構造
物の振動を検出する加速度センサ等を含むセンサ装置、センサ装置による計測データを解
析する計算機を含んで構築される（例えば、特許文献１、２）。
【０００３】
　このような構造ヘルスモニタリングシステムでは、各センサ装置が計測データを有線又
は無線で送信することで、計算機、または中継装置が複数のセンサ装置による計測データ
を収集している。
［特許文献１］特開２０１５－１１１０９１号公報
［特許文献２］特開２０１４－１７４７１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の構造ヘルスモニタリングシステムでは、対象とする構造物の配置
によっては、多数のセンサ装置から１つの計算機または中継装置へと計測データを無線送
信する場合に、センサ装置の通信距離が長くなる結果、通信時の消費電力が著しく増加し
てしまう。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　本発明の第１の態様においては、複数の構造物のそれぞれに対して少なくとも１つずつ
設置され、対象となる構造物の物理量を検出する複数のセンサ装置と、複数の構造物のう
ち少なくとも１つの構造物をそれぞれ含む構造物群毎に対応付けて設けられ、対象となる
構造物群に含まれる各構造物に設置された各センサ装置が検出した物理量のデータを無線
によりそれぞれ収集する複数の収集装置と、複数の収集装置に接続され、複数の収集装置
により収集された物理量のデータを複数の収集装置から受信するデータ処理装置と、を備
える構造ヘルスモニタリングシステム、収集装置および構造ヘルスモニタリング方法を提
供する。
【０００６】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の特徴の全てを列挙したものではない。また、これ
らの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態に係る構造ヘルスモニタリングシステムを示すブロック図である。
【図２】本実施形態に係る構造ヘルスモニタリングシステムの動作を示すフローチャート
である。
【図３】本実施形態に係る構造ヘルスモニタリングシステム１の設置例を示す概念図であ
る。
【図４】変形例（１）における構造ヘルスモニタリングシステム１の設置例を示す概念図
である。
【図５】変形例（２）における構造ヘルスモニタリングシステム１の設置例を示す概念図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【０００９】
　［構造ヘルスモニタリングシステムの概要］
　図１は、本実施形態に係る構造ヘルスモニタリングシステム１を示すブロック図である
。構造ヘルスモニタリングシステム１は、複数の構造物１０１の構造性能を診断するもの
であり、複数のセンサ装置２と、複数の収集装置３と、データ処理装置４と、診断サーバ
５と、雨量計６と、風向風速計７と、温度計８とを備える。なお、雨量計６、風向風速計
７、温度計８は、センサ装置２と一体型としてもよい。
【００１０】
　ここで、複数の構造物１０１は、本実施の形態においては、一例として建物である。建
物とは、それぞれ建物、すなわち、居住、オフィス、店舗、工場、倉庫などの目的で利用
される、土地に定着した建造物であって、屋根および周壁を有するものである。この構造
物１０１は、例えば、道路１０２（図３参照）に面して設けられている。
【００１１】
　複数のセンサ装置２は、複数の構造物１０１のそれぞれに対して少なくとも１つずつ、
好ましくは複数設置され、対象となる構造物１０１の物理量、例えば、構造物が地震など
で振動するときの加速度および構造物の傾き等を検出する。複数のセンサ装置２が１つの
構造物１０１に対して設置される場合には、これらのセンサ装置２は、例えば低層階（例
えば１階）、及び高層階（例えば最上階）に設けられ、好ましくは、さらに１以上の中層
階、ならびに／または、地盤および地下などにも設けられる。
【００１２】
　各センサ装置２は、例えば、クロック部２０、メモリ２３、センサ部２４、データ処理
部２５および通信部２６を有しており、好ましくは、さらに独立の電源２００を有してい
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る。
【００１３】
　クロック部２０は、時計機能を持った回路であり、内部に時刻データを保持すると共に
、クロック信号を装置内の各部、例えばセンサ部２４、データ処理部２５、通信部２６等
に出力する。各センサ装置２のクロック部２０は、それぞれの時刻データが同期した状態
となるよう維持される。
【００１４】
　メモリ２３は、センサ装置２の各種機能を実現するためのプログラムおよびデータを記
憶する。例えば、メモリ２３は、センサ部２４により検出された物理量データを記憶する
。
【００１５】
　センサ部２４は、対象となる構造物１０１についての上述の物理量を検出する。例えば
、センサ部２４は、構造物が地震などで振動するときの加速度を検出する加速度センサで
ある。一例として、このセンサは、一つのシリコン基板、ガラス基板、有機材料などの上
に集積化されたＭＥＭＳデバイスであってよく、更に言えば、静電容量型のセンサであっ
てもよい。以上のセンサ部２４は、検出した物理量データをデータ処理部２５に供給する
。
【００１６】
　データ処理部２５は、一例としてマイクロコントローラまたはマイクロプロセッサを有
し、種々のデータ処理を行う。例えば、データ処理部２５は、センサ部２４から受信した
物理量データをメモリ２３に記憶させる。また、データ処理部２５は、物理量データをメ
モリ２３から読み出し、収集装置３に送信すべく通信部２６に供給する。
【００１７】
　通信部２６は、複数の収集装置３のうち対応する一の収集装置３と無線通信する。例え
ば、通信部２６は、メモリ２３内の物理量データをデータ処理部２５から受け取って、収
集装置３に送信する。
【００１８】
　以上の通信部２６は、任意の通信規格による無線通信によって収集装置３と通信してよ
く、好ましくは近距離無線通信によって通信する。近距離無線通信としては、２．５ＧＨ
ｚ帯を使用するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）のクラス１（通信距離約１００ｍ）、ク
ラス２（通信距離約１０ｍ）またはクラス３（通信距離約１ｍ）、２．５ＧＨｚ帯または
５ＧＨｚ帯を使用するＷｉ－ｆｉ（通信距離数十～数百ｍ）、赤外波長帯を使用する赤外
線通信（通信距離約１ｍ未満）、または、２７ＭＨｚ帯、１５０ＭＨｚ帯、４００ＭＨｚ
帯、９００ＭＨｚ帯、９２０ＭＨｚ帯、９５０ＭＨｚ帯または５０ＧＨｚ帯を使用する簡
易無線通信などを用いることができる。本実施の形態においては、通信部２６は、９２０
ＭＨｚ帯の簡易無線通信により収集装置３と通信する。
【００１９】
　電源２００は、環境エネルギーによって発電し、電力を蓄積すると共にセンサ装置２の
各部に供給する。環境エネルギーとしては、例えば光、風力、および／または、構造物の
常時振動などを用いることができる。例えば、電源２００は、太陽光などの自然光および
／または照明装置による照明光などの光を受けて発電するソーラーパネル２０１を有する
。このソーラーパネル２０１は、センサ装置２の筐体に対して一体的に設けられてもよい
し、別体的に設けられてもよい。
【００２０】
　複数の収集装置３は、少なくとも１つの構造物１０１を含む構造物群１０００に対応付
けてそれぞれ設けられている。例えば、複数の収集装置３は、１つのみの構造物１０１を
含む構造物群１０００に対応付けてそれぞれ設けられている、つまり、複数の構造物１０
１のそれぞれに１対１に対応付けて設けられている。但し、複数の収集装置３は、道路１
０２を挟んだ２つの構造物１０１を含む構造物群１０００に対応付けてそれぞれ設けられ
てもよい。
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【００２１】
　複数の収集装置３のそれぞれは、対応する構造物群１０００に含まれる各構造物１０１
から１００ｍ以内、好ましくは５０ｍ以内に設置されてよい。なお、通常の場合、構造物
群１０００同士の間の最小距離は、それぞれの構造物群１０００に設置された各センサ装
置２と、当該構造物群１０００に対応する収集装置３との距離のうちの最大の距離よりも
長い。つまり、構造物群１０００同士の間の最小距離は、それぞれの構造物群１０００に
設置された各センサ装置２が物理量のデータを無線送信する最大無線送信距離よりも長く
なっている。これにより、離れた構造物群１０００の間で収集装置３を共有した場合に、
センサ装置２の無線通信距離が長くなってセンサ装置２の電力消費量が増えてしまうのを
防ぐことができる。また、一の構造物群１０００に設置されたセンサ装置２からの無線送
信と、他の構造物群１０００に設置されたセンサ装置２からの無線送信との輻輳を回避す
ることも可能となる。
【００２２】
　各収集装置３は、対象となる構造物群１０００に含まれる各構造物１０１に設置された
各センサ装置２から無線送信される物理量データを無線によりそれぞれ収集するようにな
っており、クロック部３０、時刻受信部３１は、無線通信部３２、メモリ３３、制御部３
５およびデータ送信部３６を有している。
【００２３】
　クロック部３０は、時計機能を持った回路であり、内部に時刻データを保持すると共に
、クロック信号を装置内の各部、例えば制御部３５に出力する。なお、クロック部３０内
の時刻データは、後述のように制御部３５によって外部の基準時刻に対して同期される。
【００２４】
　時刻受信部３１は、外部機器から時刻データを受信して制御部３５に供給する。一例と
して、時刻受信部３１は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）からＧＰＳ電波を受信することで、この電波に含まれる時刻データを受信してよい。
【００２５】
　無線通信部３２は、複数のセンサ装置２の通信部２６と無線通信する。例えば、無線通
信部３２は、複数のセンサ装置２から物理量データを収集して制御部３５に供給する。
【００２６】
　メモリ３３は、収集装置３の各種機能を実現するためのプログラムおよびデータを記憶
する。例えば、メモリ３３は、複数のセンサ装置２から収集した物理量データを記憶する
。
【００２７】
　制御部３５は、一例としてマイクロコントローラまたはマイクロプロセッサを有し、各
部の制御を行う。例えば、制御部３５は、クロック部３０を外部の基準時刻に対して同期
させる。一例として、制御部３５は、時刻受信部３１にＧＰＳ電波を受信させ、この電波
に含まれる時刻データを時刻受信部３１から受信してクロック部３０に供給することで、
この時刻データにクロック部３０内の時刻データを合わせる。
【００２８】
　また、制御部３５は、無線通信部３２が受信した物理量データを、送信元のセンサ装置
２を識別するための識別子に対応付けてメモリ３３に記憶させる。そして、制御部３５は
、物理量データをメモリ３３から読み出して識別子と共にデータ送信部３６に供給する。
【００２９】
　データ送信部３６は、制御部３５から供給される物理量データを、収集装置３に接続さ
れたデータ処理装置４へと有線または無線により送信する。
【００３０】
　データ処理装置４は、複数の収集装置３に接続されている。このデータ処理装置４は、
複数の収集装置３により収集された物理量のデータを、複数の収集装置３から受信して、
構造物１０１の物理量データに対する種々の処理を行う。例えば、データ処理装置４は、
受信した物理量データを構造物１０１ごと、かつ、センサ装置２ごとに振り分けて診断サ
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ーバ５に提供する。
【００３１】
　診断サーバ５は、データ処理装置４からの物理量データを構造物１０１ごとに解析する
ことで、構造物１０１の構造性能を診断する。例えば、診断サーバ５は、センサ装置２で
検出された加速度データを定期的に解析して構造物１０１の共振周波数を算出し、その経
年変化より構造物の構造性能を診断してもよい。また、診断サーバ５は、加速度データを
解析して複数のセンサ装置２のそれぞれが設けられた階層の変位を算出し、その経年変化
より構造物の構造性能を診断してもよい。より具体的には、診断サーバ５は、最大加速度
、最大層間変形角（地震時での構造物の水平変位を階高で割った値の最大値。例えば加速
度検出値の２回積分値）、固有振動数、および、モード（固有振動数で振動する時の振幅
形状）等についての算出結果および／またはその変化から構造性能（剛性の低下）を診断
するとよい。また、診断サーバ５は、診断結果を表示して保守業者にメンテナンスを促し
てもよいし、構造物１０１の利用者に危険を報知してもよい。なお、この診断サーバ５は
、データ処理装置４と一体化されてもよい。
【００３２】
　なお、データ処理装置４および診断サーバ５は、データ解析結果を履歴として管理して
よいし、センサ部２４の設定およびその履歴も管理してよい。更に、データ処理装置４お
よび診断サーバ５は、これらのデータと共に、雨量計６、風向風速計７および温度計８の
測定データも保持してよい。
【００３３】
　ここで、雨量計６は、構造物群１０００が含まれる地域の降水量を計測するものである
。また、風向風速計７は、構造物群１０００が含まれる地域の風向きおよび風速を計測す
るものである。また、温度計８は、構造物群１０００が含まれる地域の気温を計測するも
のである。これらの雨量計６、風向風速計７および温度計８は、計測を常時行ってもよい
し、センサ装置２による後述の間欠的な観測期間に同期して行ってもよい。また、雨量計
６、風向風速計７および温度計８は、測定データと、測定時の時刻データとを対応付けて
診断サーバ５に送信してよい。
【００３４】
　［構造ヘルスモニタリングシステムの動作］
　続いて、構造ヘルスモニタリングシステム１の動作について説明する。図２は、構造ヘ
ルスモニタリングシステム１の動作を示すフローチャートである。
【００３５】
　まず、センサ装置２は、クロック部２０を参照し、間欠的な観測期間が開始するか否か
を判定する（Ｓ１００）。例えば、間欠的な観測期間とは、１時間ごとに３分などであっ
てよい。一例として、センサ装置２は、クロック部２０で示される時刻が正時、つまり毎
時の０分０秒である場合に観測期間が開始すると判定する。
【００３６】
　Ｓ１００で観測期間が開始すると判定した場合（Ｓ１００；Ｙｅｓ）には、センサ部２
４は、観測期間が継続している間、構造物１０１の物理量の検出を継続して行う（Ｓ１０
２）。また、センサ部２４は、検出した物理量をデータ処理部２５に供給する。なお、セ
ンサ部２４は、アナログの物理量データに対する変調、復調およびゼロ点調整などを行っ
てから、物理量データをデータ処理部２５に供給してよい。このように間欠的な観測期間
に物理量の検出を行うことにより、電源２００の消費電力が低減される。
【００３７】
　次に、データ処理部２５が物理量データをメモリ２３に記録する（Ｓ１０４）。例えば
、データ処理部２５は、センサ部２４から受信したアナログの物理量データをＡＤ変換し
てメモリ２３に記憶させてよい。また、データ処理部２５は、センサ部２４から受信した
物理量データをクロック部２０から受信した時刻データと対応付けてメモリ２３に記憶さ
せてよい。以上のＳ１０２、Ｓ１０４の処理により、間欠的な各観測期間において検出さ
れる物理量がメモリ２３に記録される。
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【００３８】
　次に、センサ装置２および収集装置３は、互いの間で通信を確立する（Ｓ１０６、Ｓ１
２０）。例えば、センサ装置２は、クロック部２０を参照し、当該センサ装置２に対して
収集装置３から予め割り当てられたタイミングで収集装置３と通信を確立してよい。
【００３９】
　次に、センサ装置２が、検出した物理量データを収集装置３に送信する（Ｓ１０８）。
例えば、データ処理部２５が、物理量データおよび時刻データの組み合わせをメモリ２３
から読み出し、当該センサ装置２の識別子とともに通信部２６に供給する。そして、通信
部２６が、供給された物理量データなどを収集装置３に送信する。収集装置３による物理
量データの受信以降の処理については、説明を後述する。
【００４０】
　以上のＳ１０６～Ｓ１０８の処理により、複数のセンサ装置２のそれぞれは、測定した
物理量のデータを、当該センサ装置２に割り当てられた識別情報に応じたタイミングで、
収集装置３に送信する。そして、Ｓ１０８の処理が終了したら、センサ装置２は、上述の
Ｓ１００に処理を移行する。
【００４１】
　一方、上述のＳ１００において観測期間が開始しないと判定した場合（Ｓ１００；Ｎｏ
）には、突発事象（例えば、地震や台風などの災害、および交通事故等）の発生の有無を
監視すべくセンサ部２４が物理量の検出を行う（Ｓ１１０）。例えば、センサ部２４は、
一の継続時間（例えば１０ｍｓ）内に継続して物理量を検出してもよいし、瞬間的に物理
量を１回検出してもよい。
【００４２】
　次に、センサ部２４は、突発事象が発生したか否かを判定する（Ｓ１１２）。例えば、
センサ部２４は、Ｓ１１０で検出した物理量が基準閾値よりも大きい場合に突発事象の発
生を示すと判断してよい。また、センサ部２４は、検出した物理量が直前の物理量に対し
て基準割合よりも大きく変化している場合に、突発事象の発生を示すと判断してもよい。
【００４３】
　このＳ１１２において突発事象が発生しないと判定された場合（Ｓ１１２；Ｎｏ）には
、センサ装置２は上述のＳ１００に処理を戻す。これにより、観測期間が開始しない限り
（Ｓ１００；Ｎｏ）、Ｓ１１０の処理が繰り返し行われることになる。この場合には、Ｓ
１１０の処理は基準間隔ごと（例えば５秒ごと）に行われてよい。
【００４４】
　また、Ｓ１１２において突発事象が発生したと判定された場合（Ｓ１１２；Ｙｅｓ）に
は、センサ装置２は上述のＳ１０４に処理を移行する。これにより、間欠的な観測期間外
においてもＳ１１０で物理量の検出が行われ、検出した物理量が突発事象の発生を示すと
Ｓ１１２で判断されることに応じて物理量がメモリ２３に記録される。
【００４５】
　なお、センサ装置２は、上述のＳ１００の処理で観測期間が開始していないと判定され
た場合（Ｓ１００；Ｎｏ）にＳ１１０，Ｓ１１２の処理を行わずにＳ１００の処理を繰り
返してもよい。また、センサ装置２は、上述のＳ１００、Ｓ１１２の処理を行わずにＳ１
０２（またはＳ１１０）～Ｓ１０８を常時行ってもよい。
【００４６】
　ここで、上述のＳ１０８の処理により各センサ装置２から物理量データが送信されると
、収集装置３はこれらの物理量データをそれぞれ受信して収集する（Ｓ１２２）。例えば
、収集装置３の制御部３５は、無線通信部３２が受信した物理量データをメモリ３３に記
憶させてよい。また、センサ装置２から物理量データ、時刻データおよびセンサ装置２の
識別子が対応付けて送信される場合には、制御部３５は、これらの組み合わせをメモリ３
３に記憶させて良い。
【００４７】
　次に、収集装置３は、複数のセンサ装置２から収集された物理量データをデータ処理装
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置４に送信する（Ｓ１２４）。例えば、収集装置３の制御部３５は、メモリ３３から物理
量、時刻データおよびセンサ装置２の識別子の組み合わせをメモリ３３から読みだして、
データ送信部３６に供給する。そして、データ送信部３６は、供給された物理量データな
どをデータ処理装置４に送信する。
【００４８】
　次に、データ処理装置４は、複数の収集装置３からの物理量データを受信する（Ｓ１３
０）。例えば、データ処理装置４は、収集装置３から受信した物理量データを内部の記憶
装置に記憶させてよい。また、収集装置３から物理量データ、時刻データおよびセンサ装
置２の識別子が対応付けて送信される場合には、データ処理装置４は、これらの組み合わ
せを記憶させて良い。
【００４９】
　そして、データ処理装置４は、受信した物理量データに対するデータ処理を行う（Ｓ１
３２）。例えば、データ処理装置４は、受信した物理量データを構造物１０１ごと、かつ
、センサ装置２ごとに振り分けて診断サーバ５に提供する。但し、データ処理装置４は、
物理量データをセンサ装置２ごとに解析することで、構造物１０１の構造性能を診断して
もよい。
【００５０】
　以上の構造ヘルスモニタリングシステム１によれば、少なくとも１つの構造物１０１を
それぞれ含む構造物群１０００毎に対応付けて設けられた収集装置３が、対象となる構造
物群１０００に含まれる各構造物１０１に設置された各センサ装置２が検出した物理量の
データを無線によりそれぞれ収集するので、センサ装置２の通信距離が長くなって通信時
の消費電力が著しく増加してしまうのを防止することができる。
【００５１】
　［構造ヘルスモニタリングシステムの設置例］
　図３は、本実施形態に係る構造ヘルスモニタリングシステム１の設置例を示す図である
。この図に示すように、本実施形態における構造ヘルスモニタリングシステム１のセンサ
装置２は、高層ビルの建物である構造物１０１の低層階、中層階および高層階にそれぞれ
設置されている（地下に設置される場合もある）。また、これらのセンサ装置２と通信可
能な状態で、１つの収集装置３が設置されている。なお、図３では、１つの構造物１０１
を含む構造物群１０００に１つの収集装置３が対応付けられているが、複数の構造物１０
１を含む構造物群１０００に１つの収集装置３が対応付けられてもよい。
【００５２】
　［構造ヘルスモニタリングシステムの設置例の変形例（１）］
　図４は、変形例（１）における構造ヘルスモニタリングシステム１の設置例を示す図で
ある。
【００５３】
　この図に示すように、本変形例（１）における構造ヘルスモニタリングシステム１のセ
ンサ装置２は、複数の構造物１０１のうちの第１構造物１０５と、第１構造物１０５に対
して道路１０２の向かい側にある第２構造物１０６とにそれぞれ設置されている。
【００５４】
　ここで、第１構造物１０５および第２構造物１０６は、道路付帯構造物である。道路付
帯構造物とは、道路１０２の表面、上部、側部に設けられる構造物であり、例えば信号、
案内表示板、照明設備、ガードレールなどである。本変形例（１）において、第１構造物
１０５および第２構造物１０６は、道路１０２の照明設備となっている。
【００５５】
　センサ装置２は、第１構造物１０５および第２構造物１０６の土台部分と、支柱上部と
、照明部の近傍とに設置されている。なお、支柱上部および照明部近傍に設置されたセン
サ装置２のソーラーパネル２０１は、一日当たりの受光量が最も多くなるよう、太陽光の
他、照明部からの照明光を受光可能な向きに向けられている。
【００５６】
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　また、複数の収集装置３のうちの一の収集装置３は、これらの第１構造物１０５および
第２構造物１０６を含む構造物群１０００に対応して設けられ、第１構造物１０５および
第２構造物１０６のセンサ装置２と通信可能となっている。
【００５７】
　［構造ヘルスモニタリングシステムの設置例の変形例（２）］
　図５は、変形例（２）における構造ヘルスモニタリングシステム１の設置例を示す図で
ある。
【００５８】
　この図に示すように、本変形例（２）における構造ヘルスモニタリングシステム１のセ
ンサ装置２は、道路１０２の一方向への車線に設けられた第１構造物１０７と、反対車線
における第１構造物１０７の対応位置に設けられた第２構造物１０８とにそれぞれ設置さ
れている。例えば、本変形例において第１構造物１０７および第２構造物１０８は、道路
付帯構造物であり、一例として、道路の案内表示板である。
【００５９】
　また、複数の収集装置３のうちの一の収集装置３は、これらの第１構造物１０７および
第２構造物１０８に対応して設けられ、第１構造物１０７および第２構造物１０８のセン
サ装置２と通信可能となっている。
【００６０】
　なお、上記の実施形態および変形例（１）、（２）では、構造物１０１、１０５～１０
８を建物または道路付帯構造物として説明したが、他の構造物であってもよい。ここで、
他の構造物は、例えば複数の材料や部材などから構成され、基礎などにより重量を支えら
れた構造で造作されたものであってよい。一例として、構造物は、空港の管制塔、飛行場
灯台、高速道路、駅、鉄道のレール、鉄道信号、港湾のクレーン、プラント（石油化学、
製鉄）、鋼橋、ダム、堤防、盛土、法面、土手などであってよい。
【００６１】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発
明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【００６２】
　特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、
および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「
より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用い
るのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明
細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説
明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【００６３】
１　構造ヘルスモニタリングシステム、２　センサ装置、３　収集装置、４　データ処理
装置、５　診断サーバ、６　雨量計、７　風向風速計、８　温度計、２０　クロック部、
２３　メモリ、２４　センサ部、２５　データ処理部、２６　通信部、３０　クロック部
、３１　時刻受信部、３２　無線通信部、３３　メモリ、３５　制御部、３６　データ送
信部、１０１　構造物、１０２　道路、１０５　構造物、１０６　構造物、１０７　構造
物、１０８　構造物、２００　電源、２０１　ソーラーパネル、１０００　構造物群
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月1日(2016.8.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の構造物のそれぞれに対して少なくとも１つずつ設置され、対象となる構造物の物
理量を検出する複数のセンサ装置と、
　前記複数の構造物のうち少なくとも１つの構造物をそれぞれ含む構造物群毎に対応付け
て設けられ、対象となる構造物群に含まれる各構造物に設置された各センサ装置が検出し
た物理量のデータを無線によりそれぞれ収集する複数の収集装置と、
　前記複数の収集装置に接続され、前記複数の収集装置により収集された物理量のデータ
を前記複数の収集装置から受信するデータ処理装置と、
　を備え、
　前記構造物群同士の間の最小距離は、それぞれの前記構造物群に設置された各センサ装
置が物理量のデータを無線送信する最大無線送信距離よりも長い、モニタリングシステム
。
【請求項２】
　前記複数の収集装置のそれぞれは、前記複数の構造物のそれぞれに１対１に対応付けて
設けられる請求項１に記載のモニタリングシステム。
【請求項３】
　前記複数の収集装置のうちの第１収集装置は、前記複数の構造物のうちの、第１構造物
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及び前記第１構造物に対して向かい側にある第２構造物を含む構造物群に対応して設けら
れる請求項１に記載のモニタリングシステム。
【請求項４】
　前記複数の収集装置のうちの第１収集装置は、前記複数の構造物のうち道路の一方向へ
の車線に設けられた第１構造物および反対車線における前記第１構造物に対応する位置に
設けられた第２構造物に対応して設けられる請求項１に記載のモニタリングシステム。
【請求項５】
　前記複数のセンサ装置のそれぞれは、近距離無線通信により前記複数の収集装置のうち
対応する収集装置と通信する請求項１から４のいずれか一項に記載のモニタリングシステ
ム。
【請求項６】
　前記複数の収集装置のそれぞれは、対応する前記構造物群に含まれる各構造物から１０
０ｍ以内に設置される請求項１から５のいずれか一項に記載のモニタリングシステム。
【請求項７】
　前記複数のセンサ装置のそれぞれは、間欠的な各観測期間において前記複数の構造物の
うち対象となる構造物で検出される物理量を記録する請求項１から６のいずれか一項に記
載のモニタリングシステム。
【請求項８】
　前記複数のセンサ装置のそれぞれは、前記観測期間外においても、検出した物理量が突
発事象の発生を示すと判断したことに応じて物理量を記録する請求項７に記載のモニタリ
ングシステム。
【請求項９】
　前記複数の収集装置のそれぞれは、ＧＰＳ電波を受信して時刻を合わせる請求項１～８
のいずれか一項に記載のモニタリングシステム。
【請求項１０】
　前記複数のセンサ装置のそれぞれは、独立に電源を有する請求項１から９のいずれか一
項に記載のモニタリングシステム。
【請求項１１】
　前記複数のセンサ装置のそれぞれは、環境エネルギーによって発電をする請求項１０に
記載のモニタリングシステム。
【請求項１２】
　前記複数のセンサ装置のそれぞれは、光を受けて発電する請求項１１に記載のモニタリ
ングシステム。
【請求項１３】
　前記複数の構造物のそれぞれは、建物または道路付帯構造物である請求項１から１２の
いずれか一項に記載のモニタリングシステム。
【請求項１４】
　複数の構造物のそれぞれに対して少なくとも１つずつセンサ装置を設置するとともに、
前記複数の構造物のうち少なくとも１つの構造物をそれぞれ含む構造物群毎に対応付けて
複数の収集装置を設置する段階と、
　設置された複数のセンサ装置により、対象となる構造物の物理量をそれぞれ検出する段
階と、
　前記複数の収集装置により、対象となる構造物群に含まれる各構造物に設置された各セ
ンサ装置が検出した物理量のデータを無線でそれぞれ収集する段階と、
　前記複数の収集装置に接続されたデータ処理装置により、前記複数の収集装置により収
集された物理量のデータを前記複数の収集装置から受信する段階と、
　を備え、
　前記設置する段階では、それぞれの前記構造物群に設置された各センサ装置が物理量の
データを無線送信する最大無線送信距離よりも、前記構造物群同士の間の最小距離が長く
なるように、前記複数の収集装置を前記構造物群に対応付けて設置する、モニタリング方
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法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、モニタリングシステムおよびモニタリング方法に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　複数の収集装置３のそれぞれは、対応する構造物群１０００に含まれる各構造物１０１
から１００ｍ以内、好ましくは５０ｍ以内に設置されてよい。なお、通常の場合、構造物
群１０００同士の間の最小距離は、それぞれの構造物群１０００に設置された各センサ装
置２と、当該構造物群１０００に対応する収集装置３との距離のうちの最大の距離よりも
長い。つまり、構造物群１０００同士の間の最小距離は、それぞれの構造物群１０００に
設置された各センサ装置２が物理量のデータを無線送信する最大無線送信距離よりも長く
なっている。これにより、一の構造物群１０００に設置されたセンサ装置２からの無線送
信と、他の構造物群１０００に設置されたセンサ装置２からの無線送信との輻輳を回避す
ることが可能となる。
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